
　レーヴ法律事務所では、全国の園の顧問弁護士として園・先生方の
トラブル・悩みごとに対応しています。

事務所に寄せられる様々なご相談を基に、園に役立つ情報を
Q＆A 形式でお届けします。

A
保育中の事故について
「裁判所が、園に過失ありと
認め、園に対し〇〇〇〇万円の
損害賠償を命じた。」という
報道を目にすることがあり
ますが、どのようなものが
損害となるのでしょうか。
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後半につづく▶

１　はじめに

　ある事故で園児が怪我をした場合と言っても、入院の有無、
後遺症の有無により園児が被る経済的・精神的被害は様々ですが、
過去の莫大な交通事故の蓄積により構築された損害の算出基準を
使用し、園児に生じた損害は何か、その額はいくらが妥当なのかを
検討します。

２　損害項目

　まず、園児に生じた損害には、大きく分けて（Ⅰ）事故に遭った
ために園児の保護者が支出せざるを得なくなった費用（これを積極
損害といいます。）と、（Ⅱ）事故が発生しなければ得られたはずだっ
たにもかかわらず、事故が起こったため園児が得られなくなって
しまった収入（ 消極損害といいます。）があります。

ア　（Ⅰ）積極損害
（Ⅰ）の主なものとしては、①病院に支払った治療費、診断書作成費用
などの 治療関係の費用 、②入院した際や通院する際に看護や介助に
かかる 入通院付添費用 、　③ 通院交通費 、④義足、義手などの
装具・器具購入費用 、⑤後遺症が重い場合に 家屋・自動車改造費用 や
将来の介護費用 があります。なお、被害者が実際に支出したからと
いって無条件に損害として認められるわけではありません。
合理性や必要性が認められないものについては否定されます。
　保護者が園に対し「治療費の全額を園が負担することを約束しろ。」と
求めてくるといったことがありますが、治療費と言っても合理性や
必要性が認められない過剰診療、高額診療については園にその費用を
負担する義務はなく、保険会社も支払を拒絶しますので、保険会社や
弁護士等に相談することなく保護者と損害賠償についてそのような
約束を取り交わすことについては慎重であるべきです。例えば交通事故…
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イ （Ⅱ）消極損害
　次に、（Ⅱ）の主なものとしては、⑥ 休業損害 、⑦死亡・後遺症に
よる 逸失利益 、⑧ 傷害（入通院）慰謝料 、⑨ 死亡・後遺症慰謝料 が
あります。
　まず、⑥休業損害ですが、「事故による怪我が原因で仕事を
休んだだけに減少した収入」をいいます。ただ、園児は仕事に就いて
いませんので休業損害というものはありません。

※ 園児が怪我し、保護者が入通院の付添のために仕事を休んだ場合に
おいて、保護者が休業損害を補償しろと言ってくることがありますが、
これは休業損害にはあたりません。②入通院付添費用になります。

⑦の「死亡・後遺症による逸失利益」とは、事故がなければ
将来的に得られるはずだった利益をいい、特別の計算式で損害額を
算出します。

⑧の「傷害（入通院）慰謝料」とは、傷害による肉体的苦痛、
検査・治療のため入通院により時間がとられ行動の自由が制約され
る不利益などの受傷による精神的苦痛を金銭に換算したもので 、
入通院期間を基準にその額が算出されます。
　⑨「死亡慰謝料」とは、園児が死亡した場合の園児自身やその
遺族の精神的苦痛を金銭に換算したものをいい、基準があります。

「後遺症慰謝料」は、後遺障害が残存することによって受けた園児の
精神的な苦痛を金銭に換算したもので、こちらも基準があり、
障害の程 度（１級から１４級に区分 されています。）により支払 わ
れる金額が異なります。

重大事故を「ひとごと」と感じて
いませんか。重大事故は「いつで
も起こる可能性がある」と考える
べきです。
裁判事例から読み解く事故予防
策を紹介しています。
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傷害や後遺症の慰謝料は

３　事故への備え

　 死亡の場合高額になるのはもちろんですが、生存していても
事故により重い後遺障害が残った場合であれば、⑤の家屋・自動車
改造費用や将来の介護費用、⑦の「逸失利益」、⑨「後遺症慰謝料」が
高額となります。被害園児が複数人の場合、
損害 額が数千万円に留まらず、
億を超えるケースもあり得ます
ので、万が 一に備え、保育中の
事故に備えた保険への加入を
お勧めします。

‒

備えて
安 心！
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